
































1-13

科目によって、レポートの提出により成績評価を行う場合があります。

＜提出方法＞

・担当教員が提出方法、日時を指示し回収する場合はそれに従ってください。

・レポートの用紙、形式については指示に従ってください。

・ レポートには必ず所定の表紙（S*map のキャビネットからダウンロードできます）

をつけ、原則として左上１個所で綴じます。

定期試験、追試験又は再試験において不正行為等 ( 以下のものをいう。）を行った場合

は、「試験中の不正行為に関する懲戒規準」によって処分されます。（諸規程を参照 )

【筆記試験の場合】

１）当該試験科目に関係するカンニング用の紙片、授業に関連した情報が入力されて

いる情報機器等の不正行為に使用できる物を使用可能な状態で所持する行為

２）隠し持ったカンニング用の紙片若しくは他人の答案を見て、又は情報機器等を使

用して解答する行為

３）他人に代わり受験し、又はこれを依頼する行為

４）試験監督の指示に従わない行為

５）その他試験に関し不正行為と見なし得る行為

【レポート、作品等の場合】

１）他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適切な引用処理を行わずに流

用する剽窃行為

２）他人が作成したレポート等を、自己の名前又は前後関係や語句等を書き換えて提

出する行為

３）レポート等の作成を代行する企業又は個人等の他者に作成を請け負わせ、納品物

を自己が作成したものとして提出する行為

４）データの捏造、改ざん等を行う行為

５）その他公正な成績評価を妨げると認められる行為

試験において不正行為を行い、訓告、停学又は退学の懲戒を受けた者は、その試

験期間内に実施した全科目（訓告の場合は当該科目のみ）の成績が「失格」評価と

なり、追試験、再試験を受験することもできません。また、懲戒処分の対象となら

ない場合においても、授業担当教員により成績評価に反映されます（減点又は「失

格」評価として取り扱う）。

授業中・試験期間外に実施される（小）筆記試験や（小）レポートに不正行為が

あった場合においても授業担当教員により成績評価に反映されます（減点又は「失

格」評価として取り扱う）。

６．レポート

７．不正行為
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成績評価基準は、次のとおりとします。

判定 評語 評 価 の 基 準

合格

Ｓ又はⓈ 100 点〜90 点 当該事項の到達目標の内容をほぼ完全に理解し、
説明できるものと認められる。

Ａ又はⒶ 89 点〜80 点 当該事項の到達目標の内容を十分に理解し、説
明できるものと認められる。

Ｂ又はⒷ 79 点〜70 点 当該事項の到達目標の基幹部分は理解し、説明
できるものと認められる。

Ｃ又はⒸ 69 点〜60 点 当該事項の到達目標のうち、最低限の部分は理
解し、説明できるものと認められる。

不合格 Ｄ 59 点以下 当該事項の到達目標に及ばない。

失格 失
授業を３分の１以上欠席している場合
授業又は試験において不正行為があった場合

欠席 欠 試験の受験資格を有するが、受験しなかった場合

認定 Ｎ又はⓃ 他大学で修得した単位及び資格の取得等により本学の成績基準
で読み替えができない場合の単位認定科目

（注） 丸つき評語は、外国の大学において修得した授業科目の評価を本学の授業科目を単位修得したものとみ
なして単位認定する場合に使用する。

試験の成績評価又は不合格に対して疑問がある場合は、指定期間内に教務課（係）

に疑問調査を願い出ることができます。

８．成績評価基準

９．成績評価に

関する調査
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本学では様々な分野の学問に触れることができる総合大学の利点を最大限活用し、

学生が幅広い教養を学ぶことができるよう教養教育の再構築を進めてきました。そし

て、2015 年度から教養教育科目を全学部で共通化し、原則としてみなさんは全ての

教養教育科目を履修することができるようになりました。例えば、「歴史」の科目を受

講したいと思った時、自分の学部の「歴史」だけでなく、他の学部の「歴史」からも

選んで受講できます。

ただし、一部の科目については、受講者数等の都合上、他の学部で受講することは

できません。

他の学部で開講されている教養教育科目が掲載された「時間割」は、新入生オリエ

ンテーション又は在学生ガイダンス（２年生のみ）の際に配付します。みなさんは、

履修を希望する科目を、履修登録期間中に S*map で登録する必要があります。ただし、

受講希望者が、授業の定員数を上回った場合、受講者を抽選することがあります。（抽

選は、その科目が開講されている学部の学生を優先します。）

＊科目ナンバーのルールについては、第 2 部を確認してください。
領域 科目名 単位数 配当学年 科目ナンバー＊

領
域
１

思
想
と
表
現

哲学 2 1 ZK01-TE―010
文学 2 1 ZK01-TE―020
芸術 2 1 ZK01-TE―030
心理 2 1 ZK01-TE―040
言語 2 1 ZK01-TE―050
人類学 2 1 ZK01-TE―060

領
域
２

歴
史
と
社
会

歴史 2 1 ZK01-HS―010
法 2 1 ZK01-HS―020
日本国憲法 2 1 ZK01-HS―030
経済 2 1 ZK01-HS―040
社会 2 1 ZK01-HS―050
地理 2 1 ZK01-HS―060
教育 2 1 ZK01-HS―070

領
域
３

自
然
と
科
学
技
術

物理の世界 2 1 ZK01-NS―010
化学の世界 2 1 ZK01-NS―020
環境の科学 2 1 ZK01-NS―030
地球の科学 2 1 ZK01-NS―040
生命の科学 2 1 ZK01-NS―050

領
域
４

数
理
と
情
報

数理の世界 2 1 ZK01-MI―010
統計の世界 2 1 ZK01-MI―020
コンピュータと情報Ⅰ 2 1 ZK01-MI―031
コンピュータと情報Ⅱ 2 1 ZK01-MI―032

３．全学共通

４．履修方法

５．授業科目

履
修
要
項
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６．その他

領域 科目名 単位数 配当学年 科目ナンバー＊

領
域
５

言
語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

外国語（英語Ａ） 1 1 ZK01-LC―010a
外国語（英語Ｂ） 1 1 ZK01-LC―010b
外国語（英語Ｃ） 1 1 ZK01-LC―010c
外国語（英語Ｄ） 1 1 ZK01-LC―010d
外国語（ドイツ語Ⅰ） 1 1 ZK01-LC―021
外国語（ドイツ語Ⅱ） 1 1 ZK01-LC―022
外国語（フランス語Ⅰ） 1 1 ZK01-LC―031
外国語（フランス語Ⅱ） 1 1 ZK01-LC―032
外国語（中国語Ⅰ） 1 1 ZK01-LC―041
外国語（中国語Ⅱ） 1 1 ZK01-LC―042
外国語 ( ポルトガル語Ⅰ ) 1 1 ZK01-LC―051
外国語 ( ポルトガル語Ⅱ ) 1 1 ZK01-LC―052
外国語（スペイン語Ⅰ） 1 1 ZK01-LC―061
外国語（スペイン語Ⅱ） 1 1 ZK01-LC―062
外国語（ハングルⅠ） 1 1 ZK01-LC―071
外国語（ハングルⅡ） 1 1 ZK01-LC―072

領
域
６

健
康
と

ス
ポ
ー
ツ

健康とスポーツの理論 2 1 ZK01-SP―010
健康科学※ 1 1 ZK01-SP―020
スポーツ実習 A 1 1 ZK01-SP―030a
スポーツ実習 B 1 1 ZK01-SP―030b

領
域
７

女
性
と
キ
ャ
リ
ア

ファーストイヤーゼミ 1 1 ZK01-WC―010
仕事学入門 2 1 ZK01-WC―020
ライフデザイン 2 1 ZK01-WC―030
ピア・サポート理論と実践 2 1 ZK01-WC―040
キャリア形成実習Ⅰ 1 2 ZK01-WC―050a
キャリア形成実習Ⅱ 1 2 ZK01-WC―050b
ジェンダー論入門 2 1 ZK01-WC―060
安全学 2 1 ZK01-WC―070
日本語表現法基礎 2 1 ZK01-WC―080
時事問題の理解 2 1 ZK01-WC―090

※「健康科学」は教育学部でのみ開講します。

※必修科目や領域ごとに必要な単位数等は、学部・学科で異なります。

※配当学年は、学部によって異なることがありますので、詳しくは第２部の教養教育科目のページを参

照してください。

詳しくは、新入生オリエンテーション又は在学生ガイダンスで説明します。

履
修
要
項
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１）履修手続を完了した学生は、科目開設大学における「単位互換履修生」又は「特

別聴講生」となり、それぞれの大学において定められた範囲内でのサービス等を受

けることができます。

２）科目開設大学によっては、単位互換履修生（特別聴講生）の身分証明書を発行します。

３）休講等にかかる連絡は、原則として科目開設大学において掲示等で案内されるほか、

学生所属大学への通知によって行われます。

４）受講科目を履修し、科目に定められた方法による試験等に合格すれば、単位の認

定を受けることができます。

１）それぞれの科目に「履修条件」や「募集定員」等があり、出願にあたっては科目

ごとの諸条件をよく理解してから申し込んでください。

２）科目開設大学へのアクセスについても考慮し、所属大学での時間割とあわせて無

理のない履修計画をたててください。履修登録したにもかかわらず、通学条件等の

理由で途中から受講を放棄しなければならないケースも予想されます。

３）卒業年次の学生は、自分の卒業所要単位修得状況や見込みにも注意してください。

単位互換科目の受講可否や単位修得の可否が卒業に影響する場合は申請できません。

４）科目開設大学の学年暦にもよく目を通し、履修・試験・単位認定に関わる諸条件（日

程を含む。）を十分理解するよう心がけてください。

５）履修許可された後（授業期間の途中も含む。）の科目の受講の取り止めは原則とし

てできません。やむを得ず科目の受講を取りやめなければならない状況になった場

合、速やかに教務課まで申し出てください。

６．履修期間中

７．その他の注意

事項

履
修
要
項
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＜研究活動の基本事項＞
レポート・口頭発表資料・卒業論文・修士論文等の作成に当たり、調査や研究に取り組むことになり

ますが、その中に、意図的でないにしろ、不正行為となってしまう例が多々ありますので、以下のこと

を踏まえて、研究活動を進めていきましょう。

①研究を行うに当たっての責任

研究を行うに当たっては、関係法令や本学の諸規程を遵守するとともに、社会からの信頼と負託の

上に成り立っていることを自覚し、良心と信念に従い誠実に行わなければなりません。

②情報・データの収集及び管理

研究に関する情報やデータは、科学的かつ一般的に妥当と考えられる方法、手段により、収集、保

管を行わなければなりません。

③インフォームド・コンセント

人の行動、思想信条、環境、心身等に関する個人情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、

提供者（被験者）に対し、事前に研究の目的、収集方法等について分かりやすく説明し、書面等によ

り提供者の同意を得る必要があります。

④個人情報の保護

個人情報の取扱いについては、関係法令や本学の諸規程を遵守し、利用目的の明確化、内容の正確

性の確保等の適正な取扱いに努めるとともに、資料、情報、データ等の管理に万全を期し、他に漏ら

してはなりません。

⑤研究機器、薬品等の安全管理

研究実験で研究装置・機器、薬品及び材料等を使用する場合は、関係法令や本学の諸規程を遵守し、

その安全管理に努めるとともに、責任をもって処理しなければなりません。

⑥研究成果の公表等

研究の遂行及び成果の発表では、他者の知的財産の侵害、捏造、改ざん、盗用、不適切なオーサーシッ

プ等の不正な行為を行ってはなりません。

⑦差別、ハラスメントの排除

研究活動のすべてにおいては、個人の人格及び自由を尊重し、属性、思想、信条等による差別、ハ

ラスメント行為を行ってはなりません。

以上

履
修
要
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２．科目ナンバリングのルール
① 開講学部

学科
② カリキュ

ラム上の
分類に基
づく番号

③ レベル ④ カリキュ
ラム上の
分野

⑤ 学部学
科独自
の領域

⑥ 識別番号 ⑦ 領域内
履修順序

⑦ 補助 ⑧ 科目属性

ＬＮ １ １ ‐ ＡＡ ― ０１ ０ a ‐ Y

① 開講されている学部学科を表しています。

ＬＮ 管理栄養学科 ＣＩ 文化情報学科

ＬＥ 生活環境デザイン学科 ＣＭ メディア情報学科

ＬＫ 生活科学部共通 ＣＫ 文化情報学部共通

ＣＦ 国際言語コミュニケーション学科 ＭＭ 現代マネジメント学科

ＣＣ 表現文化学科 ＥＮ 子ども発達学科 保育・初等教育専修

ＣＳ 国際コミュニケーション学部共通 ＥＥ 子ども発達学科 初等中等教育専修

ＨＲ 人間関係学科 ＥＫ 教育学部共通

ＨＰ 心理学科 ＮＵ 看護学科

ＨＫ 人間関係学部共通 ＺＫ 全学共通科目

② カリキュラム上の分類を表しています。

０ 教養教育科目 ４ 学科の学びを応用・発展させる科目、
視野を広げる科目

１ 学部の学びの基礎となる科目（学部共通） ５ 大学院科目

２ 学科の学びの基礎となる科目 ９ 資格専門科目

３ 学科の学びの基幹となる科目

③ 科目のレベルを表しています。

１ 導入レベル科目（基礎となる科目） ４ 上級レベル科目
（専門領域の上級レベル科目）

２ 初級レベル科目（基礎から専門的レベル
への橋渡しとなる科目） ５ 大学院修士レベル科目

３ 中級レベル科目（専門領域の中核となる
科目） ６ 大学院博士レベル科目

④ 各学科のカリキュラムでどの分野に位置づけられている科目かを表しています。（別表１）

⑤ 学部学科で、カリキュラム表には明示されていない領域がある場合に示しています。（別表２）

⑥ ④⑤の分野・領域の中で科目の識別をするための番号です。関連性のある同種の科目については同じ

番号が設定されています。

⑦ 関連性のある同種の科目については、履修の順序を表しています。０（ゼロ）は履修順序はありません。

育
成
す
る
４
つ
の
能
力
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ッ
プ
／
科
目
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
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⑧ 科目の特徴や資格との関係を表しています。

K 他学部他学科開放科目 G 学芸員に関する科目

E 英語のみで実施する科目 N 日本語教員に関する科目

S 【教職課程】教育の基礎的理解に関する科目等、
各教科の指導法 H 保健師に関する科目

Y 【教職課程】教科に関する専門的事項、栄養に係る
教育に関する科目、養護に関する科目

T 司書・司書教諭に関する科目

３．科目ナンバリング掲載箇所

教養教育科目 ： P １－ 17 から P １－ 19 の「教養教育科目の履修」のページに記載されています。

専門教育科目 ： P２－6からP２－12の「育成する４つの能力とカリキュラム・マップ/科目ナンバリング」

についてのページに記載されています。
S*map「キャビネット」の教務課フォルダにも科目ナンバリング表があります。ご確認ください。

育
成
す
る
４
つ
の
能
力
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ッ
プ
／
科
目
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
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【別表１】

カリキュラム上の分野   

看
護
学
科

専門基礎科目
人間の理解 HU
人間と健康 HH
人間と環境 HE

専門科目

看護の基礎 BA
生活支援と看護 SN
健康・発達と看護 HD
公衆衛生と看護 PN
看護の統合 IN

教
養
教
育
科
目

教養教育科目

領域１ 思想と表現 TE
領域２ 歴史と社会 HS
領域３ 自然と科学技術 NS
領域４ 数理と情報 MI
領域５ 言語とコミュニケーション LC
領域６ 健康とスポーツ SP
領域７ 女性とキャリア WC

資
格
専
門
科
目

資格専門科目

教職課程 TE
学芸員資格取得に関する科目 CU
司書・司書教諭資格取得に関する科目 LI
社会福祉士 SW
日本語教員 JT
その他の資格 OT

【別表２】

学部学科独自の領域

看護学部
ｂ 基礎看護学
ch 地域・在宅看護学
ｍ 母性看護学
ｃ 小児看護学
aa 急性期成人看護学
ac 慢性期成人看護学
e 老年看護学
p 精神看護学
ph 公衆衛生看護学

育
成
す
る
４
つ
の
能
力
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ッ
プ
／
科
目
ナ
ン
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リ
ン
グ
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看護学部 カリキュラム・マップ ＊特に重点的に育成する能力＝◎、重点的に育成する能力＝○

授業科目 科目ナンバー 学年 知識・
理解

思考・
判断

態度・
志向性

技能・
表現

専
門
基
礎
科
目

人
間
の
理
解

家族関係論◆ NU22-HU-010 2 ◎ ○
人間関係論 NU21-HU-020 1 ◎
臨床心理学◆ NU22-HU030 3 ○ ◎ ◎ ○
カウンセリング論◆ NU23-HU-040 3 ○ ◎ ◎ ◎
解剖生理学A（器官系） NU21-HU-050a 1 ◎
解剖生理学B（適応系） NU21-HU-050b 1 ◎
生化学 NU21-HU-060 1 ◎
病理学 NU21-HU-070 1 ◎

人
間
と
健
康

薬理学 NU21-HH-010 1 ◎
微生物学（免疫学を含む。） NU21-HH-020 1 ◎
栄養治療論（食品学を含む。）◆ NU21-HH-030 2 ◎
養護概論 NU93-HH-040-Y 2 ◎ ○
感染予防学演習 NU23-HH-050 4 ○ ◎ ◎
感染管理ケーススタディ◆ NU43-HH-050 4 ◎ ○
看護のための臨床推論演習◆ NU33-HH-060 2 ○ ◎
疾病治療論Ａ（呼吸・循環・脳神経・運動・感覚器機能） NU32-HH-070a 2 ◎
疾病治療論Ｂ（消化器・内分泌 排泄・女性生殖器・造血機能） NU32-HH-070b 2 ◎
疾病治療論Ｃ（小児）◆ NU32-HH-070c 2 ◎
疾病治療論Ｄ（精神）◆ NU32-HH-070d 2 ◎

人
間
と
環
境

社会福祉学 NU21-HE-010 1 ◎
公衆衛生学◆ NU22-HE-020 2 ◎
保健統計学◆ NU22-HE-030 2 ◎
ボランティア論 NU41-HE-040 1 ◎
疫学 NU22-HE-050 2 ◎
保健医療福祉行政論Ⅰ（理念・社会保障等）◆ NU22-HE-061 2 ◎ ○
保健医療福祉行政論Ⅱ（地域保健対策・計画と評価）◆ NU43-HE-062-HY 3 ◎ ○

専
門
科
目

看
護
の
基
礎

看護学概論 NU21-BAb011 1 ◎ ○
生活者の理解 NU21-BAb020 1 ◎ ○ ◎
看護倫理Ⅰ（倫理の基礎）◆ NU21-BAb032 1 ◎ ○
看護倫理Ⅱ（倫理課題の探究）◆ NU21-BAb034 4 ○ ◎
コミュニケーション技術演習 NU21-BAb040 1 ○ ○ ◎
基礎看護技術演習Ⅰ（基本となる看護技術） NU21-BAb051 1 ○ ○ ◎
基礎看護技術演習Ⅱ（生活の援助技術） NU21-BAb052 1 ○ ○ ◎
基礎看護技術演習Ⅲ（診療に伴う支援技術） NU21-BAb053 2 ○ ○ ◎
フィジカルアセスメント演習 NU22-BAb061 2 ○ ○ ◎
看護過程展開方法論 NU22-BAb072 2 ◎ ○
看護過程展開論演習 NU22-BAb073 2 ○ ◎
早期体験実習 NU21-BAb081 1 ◎ ◎
基礎看護学実習 NU22-BAb094 2 ◎ ◎

育
成
す
る
４
つ
の
能
力
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ッ
プ
／
科
目
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
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授業科目 科目ナンバー 学年 知識・
理解

思考・
判断

態度・
志向性

技能・
表現

専
門
科
目

生
活
支
援
と
看
護

地域・在宅看護学概論Ａ（地域療養支援看護）◆ NU21-SNch011a 1 ◎ ○ ○
地域・在宅看護学概論Ｂ（在宅療養支援看護）◆ NU33-SNch011b 2 ◎ ○ ○
多職種連携論◆ NU22-SNch022 2 ◎ ◎ ○
地域・在宅看護支援論 NU33-SNch032 2 ○ ◎ ◎ ○
地域・在宅看護支援論演習 NU33-SNch033 3 ○ ◎ ◎ ◎
多職種連携実践実習 NU33-SNch044 3 ○ ◎ ◎ ◎
地域・在宅看護学実習 NU44-SNch054 3・4 ○ ◎ ◎ ◎

健
康
・
発
達
と
看
護

母性看護学概論 NU33-HDm011 2 ◎ ○ ○
母性看護支援論 NU33-HDm022 2 ○ ◎ ◎ ○
母性看護支援論演習 NU33-HDm023 3 ○ ◎ ◎ ◎
母性看護学実習 NU34-HDm034 3・4 ○ ◎ ◎ ◎
小児看護学概論 NU33-HDc041 2 ◎ ○ ○
小児看護支援論 NU33-HDc052 2 ○ ◎ ◎ ○
小児看護支援論演習 NU33-HDc053 3 ○ ◎ ◎ ◎
小児看護学実習 NU34-HDc064 3・4 ○ ◎ ◎ ◎
成人看護学概論◆ NU33-HDa071 1 ◎ ○
急性期成人看護学概論 NU33-HDa081 2 ◎ ○ ○
急性期成人看護支援論 NU33-HDaa092 2 ○ ◎ ◎ ○
急性期成人看護支援論演習 NU33-HDaa093 3 ○ ◎ ◎ ◎
急性期成人看護学実習 NU34-HDaa104 3・4 ○ ◎ ◎ ◎
慢性期成人看護学概論 NU33-HDac111 2 ◎ ○ ○
慢性期成人看護支援論 NU33-HDac122 2 ○ ◎ ○
慢性期成人看護支援論演習 NU33-HDac123 3 ○ ◎ ◎ ○
慢性期成人看護学実習 NU34-HDac134 3・4 ○ ◎ ◎ ◎
老年看護学概論 NU33-HDe141 1 ◎ ○ ○
老年看護支援論 NU33-HDe152 2 ○ ◎ ◎ ○
老年看護支援論演習 NU33-HDe153 3 ○ ◎ ◎ ◎
老年看護学実習 NU34-HDe164 3・4 ○ ◎ ◎ ◎
精神看護学概論 NU33-HDp171 2 ◎ ○ ○
精神看護支援論 NU33-HDp182 2 ○ ◎ ◎ ○
精神看護支援論演習 NU33-HDp183 3 ○ ◎ ◎ ◎
精神看護学実習 NU34-HDp194 3・4 ○ ◎ ◎ ◎

育
成
す
る
４
つ
の
能
力
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ッ
プ
／
科
目
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
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授業科目 科目ナンバー 学年 知識・
理解

思考・
判断

態度・
志向性

技能・
表現

専
門
科
目

公
衆
衛
生
と
看
護

公衆衛生看護学概論 NU33-PNph011 2 ◎ ○ ○
学校保健学◆ NU94-PNph022-HY 2 ○ ◎ ◎
健康相談活動の理論及び方法 NU94-PNph032-Y 2 ◎
産業看護学◆ NU94-PNph042-H 3 ○ ◎ ◎
社会資源活用論◆ NU94-PNph052-H 2 ○ ◎ ◎ ◎
公衆衛生看護技術論 NU94-PNph063-H 4 ○ ◎ ◎ ◎
公衆衛生看護活動展開論 NU94-PNph062-H 3 ○ ◎ ◎
健康教育指導論Ⅰ（理論とプロセス）◆ NU33-PNph072-HY 2 ○ ◎ ◎ ○
健康教育指導論Ⅱ（展開）◆ NU94-PNph073-HY 4 ○ ◎ ◎ ◎
公衆衛生看護管理論Ａ（地域診断） NU94-PNph083a-H 4 ○ ◎ ◎ ◎
公衆衛生看護管理論Ｂ（管理）◆ NU94-PNph083b-H 4 ◎ ○ ○ ○
公衆衛生看護統合実践論 NU94-PNph094-H 4 ○ ◎ ◎ ◎
公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） NU94-PNph104a-H 4 ○ ◎ ◎ ◎
公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業） NU94-PNph104b-H 4 ○ ◎ ◎ ◎

看
護
の
統
合

看護管理学 NU34-IN-011 3 ◎ ○
災害看護学◆ NU34-IN-020 4 ◎ ○
災害対策演習◆ NU44-IN-020 4 ○ ○ ◎
看護情報学◆ NU34-IN-030 3 ◎ ○
国際看護論◆ NU44-IN-040 4 ◎ ○
緩和ケアと看護◆ NU44-IN-050 4 ◎ ○
看護研究方法論◆ NU34-IN-061 3 ◎ ○
卒業研究 NU44-IN-062 4 ◎ ○
課題探究実習 NU34-IN-070 3・4 ○ ◎ ◎ ◎
看護管理実習 NU34-IN-082 4 ○ ◎ ◎ ◎

育
成
す
る
４
つ
の
能
力
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ッ
プ
／
科
目
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
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③「健康」とは健常と疾病を含む連続体としてとらえられ、それは高いレベルの

よい状態から終末期の状態までの範囲にわたる。

４）「看護」

①「看護」とは、人間を対象とし、看護職者の知識と技を用いて、最適な人間の

健康を実現するために、人間と環境に働きかけるものである。

②「看護」とは、ヘルスケアシステムの中にあって、独自にあるいは他と協働し

て機能する。

看護学部のカリキュラムは、大きく「全学共通科目」、「教養教育科目」、「専門教育科目」

の各授業科目区分により編成しています。

ａ．全学共通科目「人間論」

「人間論」は、椙山女学園の教育理念「人間になろう」を授業科目の形で追究する

ために設置された科目で、「自校教育」「大学での学び・キャリア教育」「学問的人間論」

の３つの柱から構成されています。「自校教育」では椙山女学園の歴史や教育理念

を学び、「大学での学び・キャリア教育」ではキャリア形成について考え、「学問的

人間論」では多様な学問領域から見た「人間」の多様な側面を理解します。

ｂ．教養教育科目

教養教育科目は、①思想と表現、②歴史と社会、③自然と科学技術、④数理と情報、

⑤言語とコミュニケーション、⑥健康とスポーツ、⑦女性とキャリアの７つの領域

の科目群から構成されています。

この中でも、「心理」「日本国憲法」「生命の科学」は看護学部のカリキュラムの

中で重要な位置づけとなっています。

ｃ．専門教育科目

（看護師 103 単位）

（看護師・保健師 122 単位）

（看護師・養護教諭 110 単位）

専門教育科目は、 専門基礎科目及び専門科目からなり、 専門基礎科目はさらに①

人間の理解、 ②人間と健康、 ③人間と環境の３つの科目群から構成されます。

また、専門科目は①看護の基礎、②生活支援と看護、③健康・発達と看護、④公

衆衛生と看護、⑤看護の統合の 5 つの科目群から構成されます。

ｄ．自由選択

教養教育科目、専門教育科目および椙山女学園大学学則第 20 条の２から第 20

条の５までに規定するすべての科目から修得することができます。
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次に、１で述べた看護学部における各授業科目群の趣旨および概要について説明し

ます。

専門教育科目（専門基礎科目）は、保健学・医学・社会福祉学などの、看護学を学

ぶために必要な専門的基盤として設置されている科目です。具体的には、看護の対象

者とその人を取り巻く環境との相互作用や健康について理解できるように、医学をは

じめ関連する学問領域の基礎的知識を学びます。特に人間の心や身体の構造と機能、

疾病の原因とその回復過程、人間を取り巻く社会環境について理解を深めます。

（１）人間の理解

看護の対象である人間の身体と心の両面について理解を深めます。 例えば、 「解

剖生理学 A（器官系）」、「解剖生理学 B（適応系）」では、人体の構造と機能を連動

させて、人体にかかわる科学を意識しながら学びます。

また、人間の心の理解に関しては、「人間関係論」、「臨床心理学」、「カウンセリ

ング論」により、人間に対する理解を深め、心の健康支援のための基礎的知識を学

びます。その他、「家族関係論」では、家族の定義、変遷と目標、家族の形態と機能、

家族観の変化等の知識を基盤に家族看護に関連する理論について知識を深めます。

上記の例を含め８科目を設け、 うち６科目が必修科目です。

（２）人間と健康

看護の対象である患者さんの病態・疾病について理解を深めます。例えば、「疾

病治療論 A」、「疾病治療論 B」、「疾病治療論 C」「疾病治療論 D」では、臨床を経

験した医師による講義から、代表的な疾患の病態生理や治療方法を理解するための

総論と、各成長発達段階に特徴的な疾患とその治療法について、実際の症例も交え

ながら基礎的知識を学びます。また、「薬理学」、「栄養治療論（食品学を含む）」、では、

患者が回復するために必要な食生活や治療方法についての知識を深めます。さらに、

近年大きな問題となっている感染症対策の分野として「微生物学（免疫学を含む）」、

「感染予防学演習」にて感染の予防、および感染症の治療法について実践的に学び

ます。「看護のための臨床推論演習」では、臨床判断能力の基盤となる知識を修得

します。

上記の例を含め 11 科目を設け、 うち９科目が必修科目です。

（３）人間と環境

身体と心の健康支援と健康に関わる社会環境について理解を深めます。

「社会福祉学」、「公衆衛生学」、「保健統計学」、「疫学」、「保健医療福祉行政論Ⅰ（理

念・社会保障等）」、「保健医療福祉行政論Ⅱ（地域保健対策・計画と評価）」の科目

により、地域社会に暮らす人々を取り巻く環境について、基礎的・体系的に学びます。

上記の例を含め７科目を設け、うち５科目が必修科目です。

専門教育科目（専門科目）は、教養教育科目および専門教育科目（専門基礎科目） 

で学んだことと、実践的、専門的な知識・技術を統合し、看護学を「看護の基礎」か

ら「看護の統合」まで学ぶために設置されている科目です。

２．授業科目の

概要

１）専門教育科目

（専門基礎科目）

２）専門教育科目

（専門科目）
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（１）看護の基礎

「看護の基礎」は、看護師としてのアイデンティティを築きあげる看護学の基盤

と位置付けています。看護の対象を「生活者」の視点から捉え、深く理解すると同

時に、看護の理念と援助の本質、看護の哲学・歴史・倫理、さらに、あらゆる看護

場面に共通する基礎看護技術および看護過程を学びます。

最新の機器類を備えた学内実習環境を用い、 対象の健康状態を適切に把握する

フィジカルアセスメントや看護実践過程の具体的展開、 看護の対象やチームメン

バーとのコミュニケーション、 そして看護のあらゆる状況や対象に対する基礎的な

援助技術の習得を目指します。

Early exposure として 1 年次前期から「看護学概論」、「コミュニケーション技

術演習」、「基礎看護技術演習Ⅰ」、「早期体験実習」といった専門科目が、教養教育

科目に加えて楔形に組み入れられています。また２年次後期には、基礎看護学実習

を通して、看護の対象である「生活者」の理解を深めるとともに、看護展開の基礎

を学びます。

「看護の基礎」には 13 科目を設け、すべてが必修科目です。

（２）生活支援と看護

「生活支援と看護」では、「看護の基礎」で学んだ生活者としての看護の対象をよ

り具体的に理解し、子育て世代、高齢者、健康障害を有する人などが生活する場に

適した、切れ目のないケアを実施できる包括的な看護活動の重要性を看護の基盤と

して学びます。また、包括的なケアを実施していくうえで、看護職者間だけでなく、

看護職以外の多職種と連携が必要となります。より質の高い看護を提供するために

多職種連携における看護職者に期待される役割は大きく、「多職種連携論」、「多職種

連携実践実習」において、連携の重要性と多職種連携での看護職者の役割を学びます。

このように、地域・在宅看護については、「看護の基礎」に次ぐ、看護の基盤と

捉え学修を行います。さらに、地域で療養をしている人々への看護活動についてよ

り専門的に学び、多様なニーズを持った対象に対し、ニーズに応じた個別的な看護

展開などについて理解を深めます。

「生活支援と看護」には７科目を設け、すべてが必修科目です。

（３）健康・発達と看護

ライフサイクル各期における母性、 小児、青年期から壮年期、そして老年期に至

る対象とその家族への援助に必要な看護の知識と技術を学びます。

母性看護学では、 ライフサイクル各期にある女性の健康、 周産期の母子の変化や

母子相互作用、 拡大する時期の家族の課題などについて理解し、女性の健康管理や

周産期の母子と家族への支援方法を学びます。 特に、看護の対象となる親と子だ

けでなく、 その家族のライフスタイルや家族発達という視点から母と子のニーズを

理解し、 健康上の諸問題への看護支援と疾病の予防について学びます。

小児看護学では、 新生児期から思春期にいたる小児とその家族を対象とした看護

を学びます。小児と家族を取りまく環境と環境が及ぼす影響を理解し、小児の成長

発達と成長発達に応じた支援について学びます。また、小児期に主にみられる健康
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障害と健康障害が小児とその家族に及ぼす影響を理解し、 個別性を考慮した看護過

程の展開、小児特有の看護技術を学びます。

成人看護学では、成人期の代表的な疾患の病態生理や治療方法を理解するための

講義と、急性期・慢性期・終末期におけるそれぞれの看護の特徴を学びます。また、

健康維持・増進および健康管理などの支援方法を効果的に連動させて学びます。特

に、 成人の患者に対する看護だけでなく、その家族をも含めた療養上の課題や看護

介入のための知識、 技術、 態度を看護学実習も含めて学びます。

老年看護学では、老年期に特有な症状や加齢変化の特徴を理解し、さまざまな健

康状態にある高齢者と家族への支援方法を、講義と演習を通して学びます。また、

医療施設および高齢者施設において看護学実習を行い、健康上の課題を有する高齢

者と家族への看護に必要な知識、技術、態度を身につけます。

精神看護学では、あらゆる世代の人々のこころの健康について考えるとともに、

精神の健康問題を抱える人・その家族のリカバリーを支える看護やかかわり方を学

びます。

「健康・発達と看護」には 25 科目を設け、すべてが必修科目です。

（４）公衆衛生と看護

公衆衛生看護学では、公衆衛生看護の理念や背景、地域や事業所、学校といった

人々の生活の場において、あらゆるライフステージにあるすべての健康レベルの個

人と家族およびコミュニティを対象として展開される公衆衛生看護活動の目的・役

割・機能や展開方法を学びます。保健師選択者については、地域や事業所といった

コミュニティの実態把握と健康課題の明確化、健康課題を解決するための保健医療

福祉計画策定及び施策化・事業化、また個人や集団への支援方法としての保健指導

や健康教育、地区組織活動等の展開方法を連動させながら学びます。

「公衆衛生と看護」には 14 科目を設け、看護師は 1 科目、看護師・養護教諭は

5 科目、看護師・保健師は 13 科目が必修科目です。

（５） 看護の統合

各看護専門科目で幅広く学んだ知識・技術などを統合し、看護学を総合的にとら

え、展開できる能力を養います。例えば、「看護研究方法論」では、講義、演習お

よび臨地実習をとおして学んだ様々な知識と技術を、卒業論文としてまとめ上げる

ために必要な基礎を学び、「卒業研究」において４年間の学習を応用して、研究論

文を総合的にまとめます。その過程で、論理的思考や科学的問題解決能力を学び、

自律的学習能力を養うとともに、将来は看護職として働きながら看護上の問題を解

決する能力を培います。

また「看護管理学」、「災害看護学」では、これからの看護専門職に必要とされる

知識を学びます。さらに、選択科目として、「看護情報学」、「国際看護論」、「緩和

ケアと看護」では、看護専門職としての視野を広げ、今後のキャリア形成につなげ

ます。「課題探究実習」では、課題探究の過程を通して、看護実践能力の向上と看

護職者としての態度を身につけます。

上記の例を含め「看護の統合」には 10 科目を設け、うち 6 科目は必修科目です。
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１）科目の履修要件について
看護学部の科目履修については次のような原則があります。
専門科目は、各看護領域の「概論」、「支援論」、「演習」、「実習」の順序に科目履修

する必要があります。「実習」には履修要件があり、下表に示した科目の履修または修
得が必要です。

「修得」：単位を修得している。
「履修」：履修登録して、受講している、または受講したことがある。

（「D」「欠」は「履修」に含むが、「失」は含まない。）

※「各看護領域」とは、ｐ 2-9 別表２に掲載してあります。

専門科目群 実習
実習に関する履修要件

「履修」が必要な科目 「修得」が必要な科目

看護の基礎

早期体験実習 【看護の基礎】「看護学概論」「コミュニケーション技術演習」
「基礎看護技術演習Ⅰ」

基礎看護学実習

【看護の基礎】「看護学概論」「コミュニケーション技術演習」
「基礎看護技術演習Ⅰ」「基礎看護技術演習Ⅱ」「生活者の理
解」「看護倫理Ⅰ」「基礎看護技術演習Ⅲ」「フィジカルアセ
スメント演習」「看護過程展開方法論」

生活支援と
看護

多職種連携実践実
習

【専門基礎科目】3 年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」・臨地実習を
除くすべて【健康・発達と看護】臨地実習を除く科目すべて

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」

地域・在宅看護学
実習

【専門基礎科目】3 年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」「地域・在宅
看護学概論 B」「多職種連携論」「在宅看護支援論」「在宅看
護支援論演習」

健康・発達
と看護

母性看護学実習 【専門基礎科目】3 年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」
【健康 発達と看護】「母性看護学概論」「母性看護支援論」「母
性看護支援論演習」

小児看護学実習 【専門基礎科目】3 年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」
【健康 発達と看護】「小児看護学概論」「小児看護支援論」「小
児看護支援論演習」

急性期成人看護学
実習

【専門基礎科目】３年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」
【健康・発達と看護】「成人看護学概論」「急性期成人看護学
概論」「急性期成人看護支援論」「急性期成人看護支援論演習」

慢性期成人看護学
実習

【専門基礎科目】３年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」
【健康・発達と看護】「成人看護学概論」「慢性期成人看護学
概論」「慢性期成人看護支援論」「慢性期成人看護支援論演習」

老年看護学実習 【専門基礎科目】３年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」
【健康 発達と看護】「老年看護学概論」「老年看護支援論」「老
年看護支援論演習」

精神看護学実習 【専門基礎科目】３年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」
【健康 発達と看護】「精神看護学概論」「精神看護支援論」「精
神看護支援論演習」

公衆衛生と
看護

公衆衛生看護学実
習Ⅰ（行政）

【専門基礎科目】３年次前期までのすべての必修科目
【生活支援と看護】「多職種連携実践実習」
【保健師選択者の必修科目】4 年前期に開講する科目「公衆
衛生看護技術論」「健康教育指導論Ⅱ」「公衆衛生看護管理
論 A」「公衆衛生看護管理論 B」 

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【生活支援と看護】「地域・在宅看護学概論 A」
【公衆衛生と看護】「公衆衛生看護学概論」
【保健師選択者の必修科目】3 年次前期までに開講する科目
「統計の世界」「学校保健学」「社会資源活用論」「健康教育
指導論Ⅰ」「保健医療福祉行政論Ⅱ」「産業看護学」「公衆衛
生看護活動展開論」

公衆衛生看護学実
習Ⅱ（産業）

看護の統合

課題探究実習 【専門基礎科目】３年次前期までのすべての必修科目
【専門科目】3 年次前期までに開講されるすべての必修科目

看護管理実習

【専門基礎科目】３年次前期までに開講されるすべての必修
科目

【生活支援と看護】すべての科目
【健康・発達と看護】すべての科目

【看護の基礎】2 年次後期までに開講されるすべての科目
【看護の統合】3 年次前期開講の「看護管理学」

2）諸注意
① 臨地実習に関することは実習要項に準ずる。
② 再履修科目を履修中は、原則として、臨地実習を履修できない。

３．履修上の注意
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本学部で学生の皆さんが所定の単位を修得することにより、看護師に加えて次の資
格が取得できます。

保健師（国家試験受験資格）

保健師免許取得後、個人申請により得られる資格・免許
養護教諭二種免許状（詳細は「８－３ 養護教諭」参照）
第１種衛生管理者

≪保健師の役割≫
保健師とは「保健師助産師看護師法」において「厚生労働大臣の免許を受けて、保

健師の名称を用いて保健指導に従事することを業とする者」と定められています。保
健師は、生活習慣病、児童虐待、新興感染症、自然災害、健康格差などの健康問題を
解決するため、個人や家族を支援すると同時に、地域社会全体に働きかけて支援する
ための知識や技術を有する公衆衛生（地域保健）の専門家です。都道府県・市町村等
の保健所・保健センター等で保健行政に従事する行政保健師、企業の産業保健スタッ
フとして勤務する産業保健師、学校等で学生と教職員の心身の健康保持に努める学校
保健の分野で活動する保健師などがいます。

≪保健師の業務≫
主な職務は、公衆衛生看護活動であり、地域全体の健康に関する実態把握をしてそ

の健康問題に応じ、住民、労働者、学生など地域で暮らす子供から高齢者まで幅広い
年代の方々、あらゆる健康レベルの方々を対象に健康相談、家庭訪問、健康教育、グルー
プ支援、保健計画の策定及び施策化などの方法により、個人・家族・集団・組織や環
境に対して働きかけ、生活に密着した支援活動を展開します。

≪保健師の免許状≫
保健師として働くためには、看護師の国家資格とともに保健師の国家資格を取得し

なければなりません。そのためには、看護師にかかわる勉強だけではなく、保健師に
かかわる講義・演習・実習科目を学び、単位を修得する必要があります。また保健師
の国家資格を取得すると、個人申請により必要な手続を経れば、養護教諭二種免許状（詳
細は「８－３ 養護教諭」参照）と第１種衛生管理者の資格が取得できます。

保健師を選択できる学生定員は 15 名程度とし、２年次の後期に選抜します。これ
により選抜された人は保健師にかかわる科目を学び単位を修得することで、保健師の
国家試験の受験資格を得ます。

≪第１種衛生管理者≫
保健師免許取得後、個人申請により第 1 種衛生管理者免許状を取得できます。
第１種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者と

なることができます（第２種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の薄い一
定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます）。

１．保健師とは

２．免許・資格を
得るためには

８－２ 保健師
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＜衛生管理者の役割＞
産業の場における衛生全般の管理をする人をいいます。衛生管理者は、安全衛生業

務のうち衛生に係わる技術的な事項を管理する役割を担います。常時 50 人以上の労
働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから、労働者数に応じ
一定数以上の衛生管理者を選任することが義務付けられています。

＜衛生管理者の業務＞
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理および健

康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。

＜衛生管理者の免許の種類＞
第１種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者と

なることができます。第２種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい
情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛
生管理者となることができます。

≪養護教諭２種免許状≫
保健師免許取得後、個人申請により養護教諭２種免許状を取得できます。

但し、10. 教職課程 12- ④その他の必修科目に示す表（養護教諭 1 種免許状）と同じく、
「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」の科目区分に
ついて、各 2 単位以上修得する必要があります。養護教諭の役割や仕事については「８
－３ 養護教諭」を参照してください。

卒業に必要な単位数は、126 単位以上となります。卒業と同時に看護師受験資格が
得られますが、保健師を選択した場合はさらに受験資格取得に必要となる講義と実習
があるために、全体で 145 単位以上の単位数が必要となります。教職課程（養護）と
保健師を同時に選択、履修することはできません。

また、保健師選択前の 1 年次または 2 年次から保健師受験資格取得に必要となる科
目（「統計の世界」「学校保健学」「社会資源活用論」「健康教育指導論Ⅰ（理論とプロ
セス）」）がありますので保健師選択を検討している学生は履修してください。これら
の科目を修得していない場合、保健師選択はできません。

取得資格別の定員数・卒業および資格取得に必要な単位数
入学定員 100 名
・看護師受験資格 100 名全員取得 126 単位
・保健師受験資格 15 名程度（２年次後期に希望者から選抜） 145 単位

≪保健師国家試験受験資格に必要な科目≫
教養教育科目、専門教育科目において、以下の科目 22 単位が必修となります。

「統計の世界」 ２単位
「保健医療福祉行政論Ⅱ （地域保健対策・計画と評価）」１単位
「学校保健学」 １単位
「産業看護学」 １単位
「社会資源活用論」 １単位
「公衆衛生看護技術論」 ２単位
「公衆衛生看護活動展開論」 ２単位
「健康教育指導論Ⅰ（理論とプロセス）」 １単位
「健康教育指導論Ⅱ（展開）」 １単位

３．履修単位に
ついて
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「公衆衛生看護管理論Ａ（地域診断）」 ２単位
「公衆衛生看護管理論Ｂ（管理）」 １単位
「公衆衛生看護統合実践論」 ２単位
「公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政）」 ４単位
「公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業）」 １単位 

《予定》

学年 時期 ガイダンス・手続き等 備考

４月上旬 新入生オリエンテーション

３月下旬 保健師選択に関する説明 新２

志願票配布

年生ガイダンス時

保健師選択説明会②

下旬

１月

１月

２月

２月

３月

３月

３月

４月 ６月

７月 ８月

上旬

保健師選択志願票提出締切り

上旬 保健師選択者選抜案内等送付

下旬 保健師選択者選抜実施

中旬 保健師選択予定者決定

下旬 保健師ガイダンス 新３年生ガイダンス時

年
次

下旬 保健師ガイダンス 新４年生ガイダンス時

年
次

～

～ 行政及び産業での実習

２月 看護師、保健師国家試験受験

３

４

10月

年
次

１

年
次

２

保健師選択説明会①

保健師国家試験受験資格取得に
必要な講義・演習の実施
保健師国家試験受験資格取得に
必要な実習の実施

≪保健師（保健師国家試験受験資格取得）選択≫
看護学部において保健師を選択できる学生は一学年 15 名程度となっており、２年

次後期に選抜試験を実施します。

≪保健師（保健師国家試験受験資格取得）選択予定者の選抜≫
選抜は、２年次後期に公衆衛生看護学教員等による「面接」を実施し、以下のよう

な条件に基づいて総合的に判断して行います。
１）人数

保健師（保健師国家試験受験資格取得）選択予定者の人数は 15 名程度とします。
２）選抜時に考慮する条件

（１）１，２年生の成績
（２）保健師免許の取得に意欲を示し、卒業後に保健師業務に従事する意思があ

ること
（３）選抜での面接評価

なお、保健師選択選抜に志願するためには、志願時までに開講された必修科目
をすべて修得していること、２年次に行われるすべての説明会に参加しているこ
とが条件となります。

４．スケジュール

５．選抜方法
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本学部で学生の皆さんが所定の単位を修得することにより、看護師に加えて次の免

許が取得できます。

養護教諭一種免許状（教職課程科目単位取得者）

≪養護教諭の役割≫

学校で保健管理や保健教育を担当する教員です。児童生徒たちからは「保健室の先

生」として親しまれています。児童生徒の心身の健康問題は複雑多様化してきており、

従来からのいじめ・不登校等の生徒指導上の問題に対応することに加え、発達障害や

医療的ケアを必要とする特別に配慮を要する子どもたちへの対応について、「チーム学

校」として学校内外の機関との連携体制を構築するコーディネーターとしての役割な

ど活躍が期待されています。「学校」に所属する児童生徒・教職員（養護教諭自身も含

む）の「安全・健康」を守り、促進する専門職です。

≪養護教諭の業務≫

児童生徒の健康管理や、学校の安全管理を行います。また、感染症等の予防啓発、

環境整備を行うとともに、個別の保健指導や保健教育、個別支援（応急処置・健康相談）

なども行っています。さらには、校内外の連携・調整も担っています。

≪養護教諭の免許状の種類≫

●養護教諭一種免許状（教職課程科目単位取得者）

●養護教諭二種免許状（保健師免許取得者）

●養護教諭専修免許状（大学院の修了により取得）

本学では一種または二種免許状が取得できます。

一種免許状は本学で所定の単位を修得することで得られます。（養護教諭一種免許状

取得をめざす学生は、〔10．教職課程〕の項目を熟読してください。）

二種免許状は、保健師国家試験に合格し、保健師の登録をした人で、都道府県教育

委員会に申請することで免許を得ることができます。実際には採用試験に合格すれば

養護教諭として働くことができますが、その場合、早い時期に一種免許状を取得する

必要があるとされています。長く養護教諭として働きたいと思っている人は、最初か

ら一種免許状を取得することをお勧めします。

≪養護教諭の採用試験≫

養護教諭として働くためには、免許状を取得するだけではなく、採用試験に合格し

なければなりません。これは教員採用試験と呼ばれていて、都道府県や政令指定都市

などの教育委員会ごとに、独自に採用試験が行われています。この試験に合格すれば、

晴れて「養護教諭」として働くことができます。

１．養護教諭

とは

８－３ 養護教諭
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〔10．教職課程〕参照

〔10．教職課程〕の『11．教職課程カリキュラム表』に示したように、看護師課程

のみのカリキュラムにおける必修科目に加えて、1 年次または 2 年次「スポーツ実習

A または B（1 単位）」、２年次「養護概論（２単位）」、３年次「保健医療福祉行政論Ⅱ（地

域保健対策・計画と評価）（１単位）」「学校保健学（１単位）」、４年次「健康教育指導

論Ⅱ（展開）（１単位）」が必修となります。

さらに、「教育相談」をはじめ教職課程科目の単位取得が必要となります。

学年 時期 ガイダンス・手続き等 備考

翌年１月中旬

１０月上旬

１２月上旬

２月下旬

養護教諭に関する説明会

養護教諭選抜試験説明会

養護教諭選抜試験出願締切

養護教諭選抜試験

１年次

新入生オリエンテーション
時にも実施

看護学部において養護教諭一種（教職課程）を選択できる学生は一学年 10 名程度

となっており、1 年次後期に選抜試験を実施します。（教職課程頁参照）

２．免許を得る

ためには

３．履修単位に

ついて

４．スケジュール

５．選抜方法
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授業科目 開講 
時期

単位数 履修方法及び
卒業要件

看護師履修モデル及び履修年次
計１年次 ２年次 ３年次 ４年次

必修 選択 前 後 前 後 前 後 前 後

教
養
教
育
科
目

領域 7
女性と
キャリア

キャリア形成実習Ⅰ
2-4

1 
キャリア形成実習Ⅱ 1 
ジェンダー論入門

1-4

2 ○ 2 
安全学 2 
日本語表現法基礎 2 
時事問題の理解 2 

計 13 69 21 単位以上 11 8 4 23 

専

門

基

礎

科

目

人間の
理解

家族関係論◆ 2 前 1

必修を含め
単30 単位以上

選択

○ 1 
人間関係論 1 前 2 選 （2）
臨床心理学◆ 3 前 1 ○ 1 
カウンセリング論◆ 3 前 1
解剖生理学 A（器官系） 1 前 2 ○ 2 
解剖生理学 B（適応系） 1 前 2 ○ 2 
生化学 1 前 2 ○ 2 
病理学 1 後 2 ○ 2 

人間と
健康

薬理学 1 後 2 ○ 2 
微生物学（免疫学を含む。） 1 後 2 ○ 2 
栄養治療論（食品学を含む。）◆ 2 前 1 ○ 1 
養護概論 2 前 2
感染予防学演習 4 後 1 ○ 1 
感染管理ケーススタディ◆ 4 後 1
看護のための臨床推論演習◆ 2 後 1 ○ 1 
疾病治療論 A（呼吸・循環・脳神経・運動・感覚器機能） 2 前 2 ○ 2 
疾病治療論 B（消化器・内分泌・排泄・女性生殖器・造血機能） 2 前 2 ○ 2 
疾病治療論 C（小児）◆ 2 前 1 ○ 1 
疾病治療論 D（精神）◆ 2 前 1 ○ 1 

人間と
環境

社会福祉学 1 前 2 ○ 2 
公衆衛生学◆ 2 前 1 ○ 1 
保健統計学◆ 2 前 1 ○ 1 
ボランティア論 1 前 2
疫学 2 後 2 ○ 2 
保健医療福祉行政論Ⅰ（理念・社会保障等）◆ 2 後 1 ○ 1 
保健医療福祉行政論Ⅱ（地域保健対策・計画と評価）◆ 3 前 1

計 30 9 30 単位以上 10 6 10 4 1 1 32 

専

門

科

目

看護の
基礎

看護学概論 1 前 2

必修を含め
73 単位以上
選択

○ 2 
生活者の理解◆ 1 前 1 ○ 1 
看護倫理Ⅰ（倫理の基礎）◆ 1 後 1 ○ 1 
看護倫理Ⅱ（倫理課題の探究）◆ 4 後 1 ○ 1 
コミュニケーション技術演習 1 前 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅰ（基本となる看護技術） 1 前 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅱ（生活の援助技術） 1 後 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅲ（診療に伴う支援技術） 2 前 1 ○ 1 
フィジカルアセスメント演習 2 前 1 ○ 1 
看護過程展開方法論 2 前 1 ○ 1 
看護過程展開論演習 2 後 1 ○ 1 
早期体験実習 1 前 1 ○ 1 
基礎看護学実習 2 後 2 ○ 2 

生活支援
と看護

地域・在宅看護学概論Ａ（地域療養支援看護）◆ 1 後 1 ○ 1 
地域・在宅看護学概論Ｂ（在宅療養支援看護）◆ 2 前 1 ○ 1 
多職種連携論◆ 2 前 1 ○ 1 
地域・在宅看護支援論 2 後 1 ○ 1 
地域・在宅看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
多職種連携実践実習 3 前 1 ○ 1 
地域・在宅看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 
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授業科目 開講 
時期

単位数 履修方法及び
卒業要件

看護師履修モデル及び履修年次
計１年次 ２年次 ３年次 ４年次

必修 選択 前 後 前 後 前 後 前 後

専

門

科

目

健康・
発達と
看護

母性看護学概論 2 前 2

必修を含め
73 単位以上
選択

○ 2 
母性看護支援論 2 後 1 ○ 1 
母性看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
母性看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
小児看護学概論 2 前 2 ○ 2 
小児看護支援論 2 後 1 ○ 1 
小児看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
小児看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 
成人看護学概論◆ 1 後 1 ○ 1 
急性期成人看護学概論 2 前 2 ○ 2 
急性期成人看護支援論 2 後 1 ○ 1 
急性期成人看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
急性期成人看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
慢性期成人看護学概論 2 前 2 ○ 2 
慢性期成人看護支援論 2 後 1 ○ 1 
慢性期成人看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
慢性期成人看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
老年看護学概論 1 後 2 ○ 2 
老年看護支援論 2 後 1 ○ 1 
老年看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
老年看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 
精神看護学概論 2 前 2 ○ 2 
精神看護支援論 2 後 1 ○ 1 
精神看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
精神看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 

公衆衛生
と看護

公衆衛生看護学概論 2 前 2 ○ 2 
学校保健学◆ 2 後 1
健康相談活動の理論及び方法 2 後 2
産業看護学◆ 3 前 1
社会資源活用論◆ 2 後 1
公衆衛生看護技術論 4 前 2 ＊
公衆衛生看護活動展開論 3 前 2 ＊
健康教育指導論Ⅰ（理論とプロセス）◆ 2 後 1
健康教育指導論Ⅱ（展開）◆ 4 前 1 ＊
公衆衛生看護管理論Ａ（地域診断） 4 前 2 ＊
公衆衛生看護管理論Ｂ（管理）◆ 4 前 1 ＊
公衆衛生看護統合実践論 4 後 2 ＊
公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） 4 前 4 ＊
公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業） 4 前 1 ＊

看護の
統合

看護管理学 3 前 2 ○ 2 
災害看護学◆ 4 後 1 ○ 1 
災害対策演習◆ 4 後 1 選 （1）
看護情報学◆ 3 前 1 選 （1）
国際看護論◆ 4 後 1 選 （1）
緩和ケアと看護◆ 4 後 1 選 （1）
看護研究方法論◆ 3 前 1 ○ 1 
卒業研究 4 前後 1 ○ 1 
課題探究実習 3 後 4 前 1 ○ 1 
看護管理実習 4 前 1 ○ 1 

計 72 25 73 単位以上 6 6 17 10 12 19 6 76 
合計 126 単位以上 133 

注① 開講時期について、「1 〜 4」は「1 年から 4 年まで履修可能」、「1 前」は「1 年前期に開講」、
「2 後」は「2 年後期に開講」など、数字は学年を、前・後は前期または後期を示しています。

注② ◆印は 1/4 科目 ( 全 7.5 回の授業）です。
注③ ＊科目は保健師選択者および一部科目を養護教諭選択者のみ履修することができます。

看護師のみの学生は履修することができません。
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授業科目
開講
時期

単位数 履修方法及び
卒業要件

保健師履修モデル及び履修年次
計１年次 ２年次 ３年次 ４年次

必修 選択 前 後 前 後 前 後 前 後

専

門

基

礎

科

目

人間の
理解

家族関係論◆ 2 前 1

必修を含め
31 単位以上
選択

○ 1 
人間関係論 1 前 2 選 （2）
臨床心理学◆ 3 前 1 ○ 1 
カウンセリング論◆ 3 前 1
解剖生理学 A（器官系） 1 前 2 ○ 2 
解剖生理学 B（適応系） 1 前 2 ○ 2 
生化学 1 前 2 ○ 2 
病理学 1 後 2 ○ 2 

人間と
健康

薬理学 1 後 2 ○ 2 
微生物学（免疫学を含む。） 1 後 2 ○ 2 
栄養治療論（食品学を含む。）◆ 2 前 1 ○ 1 
養護概論 2 前 2
感染予防学演習 4 後 1 ○ 1 
感染管理ケーススタディ◆ 4 後 1
看護のための臨床推論演習◆ 2 後 1 ○ 1 
疾病治療論 A（呼吸・循環・脳神経・運動・感覚器機能） 2 前 2 ○ 2 
疾病治療論 B（消化器・内分泌・排泄・女性生殖器・造血機能） 2 前 2 ○ 2 
疾病治療論 C（小児）◆ 2 前 1 ○ 1 
疾病治療論 D（精神）◆ 2 前 1 ○ 1 

人間と
環境

社会福祉学 1 前 2 ○ 2 
公衆衛生学◆ 2 前 1 ○ 1 
保健統計学◆ 2 前 1 ○ 1 
ボランティア論 1 前 2
疫学 2 後 2 ○ 2 
保健医療福祉行政論Ⅰ（理念・社会保障等）◆ 2 後 1 ○ 1 
保健医療福祉行政論Ⅱ（地域保健対策・計画と評価）◆ 3 前 1 〇 1 

計 31 8 31 単位以上 8 6 12 4 2 1 33 

専

門

科

目

看護の
基礎

看護学概論 1 前 2

必修を含め
91 単位以上
選択

○ 2 
生活者の理解◆ 1 前 1 ○ 1 
看護倫理Ⅰ（倫理の基礎）◆ 1 後 1 ○ 1 
看護倫理Ⅱ（倫理課題の探究）◆ 4 後 1 ○ 1 
コミュニケーション技術演習 1 前 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅰ（基本となる看護技術） 1 前 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅱ（生活の援助技術） 1 後 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅲ（診療に伴う支援技術） 2 前 1 ○ 1 
フィジカルアセスメント演習 2 前 1 ○ 1 
看護過程展開方法論 2 前 1 ○ 1 
看護過程展開論演習 2 後 1 ○ 1 
早期体験実習 1 前 1 ○ 1 
基礎看護学実習 2 後 2 ○ 2 

生活支援
と看護

地域・在宅看護学概論Ａ（地域療養支援看護）◆ 1 後 1 ○ 1 
地域・在宅看護学概論Ｂ（在宅療養支援看護）◆ 2 前 1 ○ 1 
多職種連携論◆ 2 前 1 ○ 1 
地域・在宅看護支援論 2 後 1 ○ 1 
地域・在宅看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
多職種連携実践実習 3 前 1 ○ 1 
地域・在宅看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 

健康・
発達と
看護

母性看護学概論 2 前 2 ○ 2 
母性看護支援論 2 後 1 ○ 1 
母性看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
母性看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
小児看護学概論 2 前 2 ○ 2 
小児看護支援論 2 後 1 ○ 1 
小児看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
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授業科目
開講
時期

単位数 履修方法及び
卒業要件

保健師履修モデル及び履修年次
計１年次 ２年次 ３年次 ４年次

必修 選択 前 後 前 後 前 後 前 後

専

門

科

目

健康・
発達と
看護

小児看護学実習 3 後 4 前 3

必修を含め
91 単位以上
選択

○ 3 
成人看護学概論◆ 1 後 1 ○ 1 
急性期成人看護学概論 2 前 2 ○ 2 
急性期成人看護支援論 2 後 1 ○ 1 
急性期成人看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
急性期成人看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
慢性期成人看護学概論 2 前 2 ○ 2 
慢性期成人看護支援論 2 後 1 ○ 1 
慢性期成人看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
慢性期成人看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
老年看護学概論 1 後 2 ○ 2 
老年看護支援論 2 後 1 ○ 1 
老年看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
老年看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 
精神看護学概論 2 前 2 ○ 2 
精神看護支援論 2 後 1 ○ 1 
精神看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
精神看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 

公衆衛生
と看護

公衆衛生看護学概論 2 前 2 ○ 2 
学校保健学◆ 2 後 1 〇 1 
健康相談活動の理論及び方法 2 後 2
産業看護学◆ 3 前 1 〇 1 
社会資源活用論◆ 2 後 1 〇 1 
公衆衛生看護技術論 4 前 2 〇 2 
公衆衛生看護活動展開論 3 前 2 〇 2 
健康教育指導論Ⅰ（理論とプロセス）◆ 2 後 1 〇 1 
健康教育指導論Ⅱ（展開）◆ 4 前 1 〇 1 
公衆衛生看護管理論Ａ（地域診断） 4 前 2 〇 2 
公衆衛生看護管理論Ｂ（管理）◆ 4 前 1 〇 1 
公衆衛生看護統合実践論 4 後 2 〇 2 
公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） 4 前 4 〇 4 
公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業） 4 前 1 〇 1 

看護の
統合

看護管理学 3 前 2 ○ 2 
災害看護学◆ 4 後 1 ○ 1 
災害対策演習◆ 4 後 1 選 （1）
看護情報学◆ 3 前 1
国際看護論◆ 4 後 1 選 （1）
緩和ケアと看護◆ 4 後 1 選 （1）
看護研究方法論◆ 3 前 1 ○ 1 
卒業研究 4 前後 1 ○ 1 
課題探究実習 3 後 4 前 1 ○ 1 
看護管理実習 4 前 1 ○ 1 

計 91 6 91 単位以上 6 6 17 13 14 30 8 94 
合計 146 単位以上 151 

注① 開講時期について、「1 〜 4」は「1 年から 4 年まで履修可能」、「1 前」は「1 年前期に開講」、
「2 後」は「2 年後期に開講」など、数字は学年を、前・後は前期または後期を示しています。

注② ◆印は 1/4 科目 ( 全 7.5 回の授業）です。
注③  保健師選択で必要な単位数は全体で 145 単位ですが、養護教諭 2 種免許状取得には「スポーツ実習 A」もしくは「スポー

ツ実習 B」が選択必修となります。
履修モデルはスポーツ実習の単位を加え、合計 146 単位以上としています。
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授業科目 開講
時期

単位数 履修方法及び
卒業要件

養護教諭履修モデル及び履修年次
計１年次 ２年次 ３年次 ４年次

必修 選択 前 後 前 後 前 後 前 後

専

門

基

礎

科

目

人間の
理解

家族関係論◆ 2 前 1

必修を含め
33 単位以上
選択

○ 1 
人間関係論 1 前
臨床心理学◆ 3 前 1 ○ 1 
カウンセリング論◆ 3 前 1 ○ 1 
解剖生理学 A（器官系） 1 前 2 ○ 2 
解剖生理学 B（適応系） 1 前 2 ○ 2 
生化学 1 前 2 ○ 2 
病理学 1 後 2 ○ 2 

人間と
健康

薬理学 1 後 2 ○ 2 
微生物学（免疫学を含む。） 1 後 2 ○ 2 
栄養治療論（食品学を含む。）◆ 2 前 1 ○ 1 
養護概論 2 前 2 ○ 2 
感染予防学演習 4 後 1 ○ 1 
感染管理ケーススタディ◆ 4 後 1
看護のための臨床推論演習◆ 2 後 1 ○ 1 
疾病治療論 A（呼吸 循環・脳神経・運動 感覚器機能） 2 前 2 ○ 2 
疾病治療論 B（消化器・内分泌・排泄・女性生殖器・造血機能） 2 前 2 ○ 2 
疾病治療論 C（小児）◆ 2 前 1 ○ 1 
疾病治療論 D（精神）◆ 2 前 1 ○ 1 

人間と
環境

社会福祉学 1 前 2 ○ 2 
公衆衛生学◆ 2 前 1 ○ 1 
保健統計学◆ 2 前 1 ○ 1 
ボランティア論 1 前 2
疫学 2 後 2 ○ 2 
保健医療福祉行政論Ⅰ（理念・社会保障等）◆ 2 後 1 ○ 1 
保健医療福祉行政論Ⅱ（地域保健対策・計画と評価）◆ 3 前 1 ○ 1 

計 33 4 33 単位以上 8 6 12 4 3 1 34 

専

門

科

目

看護の
基礎

看護学概論 1 前 2

必修を含め
77 単位以上
選択

○ 2 
生活者の理解◆ 1 前 1 ○ 1 
看護倫理Ⅰ（倫理の基礎）◆ 1 後 1 ○ 1 
看護倫理Ⅱ（倫理課題の探究）◆ 4 後 1 ○ 1 
コミュニケーション技術演習 1 前 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅰ（基本となる看護技術） 1 前 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅱ（生活の援助技術） 1 後 1 ○ 1 
基礎看護技術演習Ⅲ（診療に伴う支援技術） 2 前 1 ○ 1 
フィジカルアセスメント演習 2 前 1 ○ 1 
看護過程展開方法論 2 前 1 ○ 1 
看護過程展開論演習 2 後 1 ○ 1 
早期体験実習 1 前 1 ○ 1 
基礎看護学実習 2 後 2 ○ 2 

生活支援
と看護

地域・在宅看護学概論Ａ（地域療養支援看護）◆ 1 後 1 ○ 1 
地域・在宅看護学概論Ｂ（在宅療養支援看護）◆ 2 前 1 ○ 1 
多職種連携論◆ 2 前 1 ○ 1 
地域・在宅看護支援論 2 後 1 ○ 1 
地域・在宅看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
多職種連携実践実習 3 前 1 ○ 1 
地域・在宅看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 

健康・
発達と
看護

母性看護学概論 2 前 2 ○ 2 
母性看護支援論 2 後 1 ○ 1 
母性看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
母性看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
小児看護学概論 2 前 2 ○ 2 
小児看護支援論 2 後 1 ○ 1 
小児看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
小児看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 
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授業科目 開講
時期

単位数 履修方法及び
卒業要件

養護教諭履修モデル及び履修年次
計１年次 ２年次 ３年次 ４年次

必修 選択 前 後 前 後 前 後 前 後

専

門

科

目

健康・
発達と
看護

成人看護学概論◆ 1 後 1

必修を含め
77 単位以上
選択

○ 1 
急性期成人看護学概論 2 前 2 ○ 2 
急性期成人看護支援論 2 後 1 ○ 1 
急性期成人看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
急性期成人看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
慢性期成人看護学概論 2 前 2 ○ 2 
慢性期成人看護支援論 2 後 1 ○ 1 
慢性期成人看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
慢性期成人看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 
老年看護学概論 1 後 2 ○ 2 
老年看護支援論 2 後 1 ○ 1 
老年看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
老年看護学実習 3 後 4 前 3 ○ 3 
精神看護学概論 2 前 2 ○ 2 
精神看護支援論 2 後 1 ○ 1 
精神看護支援論演習 3 前 1 ○ 1 
精神看護学実習 3 後 4 前 2 ○ 2 

公衆衛生
と看護

公衆衛生看護学概論 2 前 2 ○ 2 
学校保健学◆ 2 後 1 ○ 1 
健康相談活動の理論及び方法 2 後 2 ○ 2 
産業看護学◆ 3 前 1
社会資源活用論◆ 2 後 1
公衆衛生看護技術論 4 前 2 ＊
公衆衛生看護活動展開論 3 前 2 ＊
健康教育指導論Ⅰ（理論とプロセス）◆ 2 後 1 ○ 1 
健康教育指導論Ⅱ（展開）◆ 4 前 1 ○ 1 
公衆衛生看護管理論Ａ（地域診断） 4 前 2 ＊
公衆衛生看護管理論Ｂ（管理）◆ 4 前 1 ＊
公衆衛生看護統合実践論 4 後 2 ＊
公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） 4 前 4 ＊
公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業） 4 前 1 ＊

看護の
統合

看護管理学 3 前 2 ○ 2 
災害看護学◆ 4 後 1 ○ 1 
災害対策演習◆ 4 後 1 選 （1）
看護情報学◆ 3 前 1 選 （1）
国際看護論◆ 4 後 1 選 （1）
緩和ケアと看護◆ 4 後 1 選 （1）
看護研究方法論◆ 3 前 1 ○ 1 
卒業研究 4 前後 1 ○ 1 
課題探究実習 3 後 4 前 1 ○ 1 
看護管理実習 4 前 1 ○ 1 

計 77 20 77 単位以上 6 6 17 14 12 20 6 81 
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授業科目 開講
時期

単位数 履修方法及び
卒業要件

養護教諭履修モデル及び履修年次
計１年次 ２年次 ３年次 ４年次

必修 選択 前 後 前 後 前 後 前 後
教育本質論 2 後 2 ○ 2 
教職論 2 2 ○ 2 
教育制度と社会 2 2 ○ 2 
発達と学習 2 2 ○ 2 
特別支援教育 2 2 ○ 2 
カリキュラム論 2 2 ○ 2 
道徳の理論及び指導法 2 2 ○ 2 
総合的な学習の時間の指導法 2 1 ○ 1 
特別活動の指導法 2 1 ○ 1 
教育の方法と技術 3 2 ○ 2 
生徒指導 3 2 ○ 2 
教育相談 3 2 ○ 2 
事前及び事後指導（養護教諭） 3 後 4 前 1 ○ 1 
養護実習 4 前 4 ○ 4 
教職実践演習（養護教諭） 4 後 2 ○ 2 

計 29 29 単位 9 7 6 5 2 29 
合計 155 単位以上 170 

注① 開講時期について、「1 〜 4」は「1 年から 4 年まで履修可能」、「1 前」は「1 年前期に開講」、
「2 後」は「2 年後期に開講」など、数字は学年を、前・後は前期または後期を示しています。

注② ◆印は 1/4 科目 ( 全 7.5 回の授業）です。
注③ ＊科目は保健師選択者および一部科目を養護教諭選択者のみ履修することができます。

看護師のみの学生は履修することができません。
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・ 多様な人材の教育界内外からの確保や、教師の資質・能力の向上により、質の高

い教職員集団を実現する

・多様な外部人材や専門スタッフ等とがチームとして力を発揮する

・ 教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され、教師自身も志気を高め、

誇りを持って働くことができる

このような教師像は、換言すれば、教師としての専門的能力を有することに加え、

自身を高め続けられる向上心、他者と協働するコミュニケーション能力、変化の激し

い時代に適応する問題発見・課題解決能力を有する教師と言えます。

本学では、教育理念「人間になろう」を踏まえ、これらの能力をあわせもった教員

――つまり、高い専門性と豊かな人間性、優れた人格を兼ね備えた教員の養成を目指

します。

≪心構え≫

教職課程を履修する上で最も大切なことは、将来教師になるという明確な目標と自

覚を持ち、常日頃から教師としてふさわしい態度や行動を心がけることです。教師の

資質や能力は教職課程に関わる科目の履修のみならず、様々な経験や体験、日頃の行

動などによっても養われます。授業で学んだことを児童・生徒にどのように指導する

のか、また、自らの経験や体験を教師としてどう活かしていくのかといった視点を常

に持ちながら学生生活を送るよう心がけてください。

≪履修計画≫

養護教諭の教職課程は、選抜試験を経て２年次からの登録となりますが、養護教諭

免許状取得に必要な科目の一部は１年次から開講されるものもありますので、養護教

諭免許状の取得を希望する学生は、必要な科目を学年配当に沿って４年間をかけて段

階的・計画的に履修していくことが必要です。なお、留学や休学などで履修を一時中

断した場合などは、４年次で卒業するまでの間に履修を終えることが困難になる場合

がありますので注意が必要です。

≪各種手続等について≫

教職課程履修者は教職課程に関するガイダンス等の諸行事には必ず出席するととも

に、大学が定めた所定の手続（養護実習の申し込みなど）を行わなければなりません。

諸行事への遅刻・無断欠席や所定期日内の手続未了の場合は、その参加を辞退してい

ただく場合がありますので注意してください。

４．教職課程履修

上の諸注意
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≪選抜試験≫

看護学部において養護教諭課程を履修できる学生は一学年 10 名までとなっており、

１年次に選抜試験を実施します。試験日程・内容等詳細は説明会で説明しますので、

希望者は必ず参加してください。

時期 行事 内容
養護教諭説明会 養護教諭に関する説明及び希望調査
養護教諭志願者選抜説明会 養護教諭選抜試験に関する詳細説明

10月上旬
12月上旬

≪教職課程登録手続≫

養護教諭選抜試験に合格した学生は、１年次３月に実施される教職課程登録ガイダ

ンスに参加し、所定の期間内に教職課程履修費を納入するとともに、教務課へ教職課

程履修登録届を提出してください。

また、２年次前期の履修登録期間に S*map の履修登録画面から、養護教諭免許の

仮申請を行ってください。

教職課程の履修にあたっては主に以下の費用が必要となります。

≪教職課程履修費≫

課程の種 時入納額金類 期
教職課程（養護） ２年次４月14,000円

≪実習費等≫

実習等の種 時入納額金類 期
養護実習 実習先指定額 実習時

≪教育職員免許状発行手数料≫

費用の種 時入納額金類 期
教育職員免許状発行手数料（１免許につき） ４年次11月

※上記の発行手数料は愛知県教育委員会への支払いとなります。

3,400円

５．選抜試験及び

教職課程登録

手続

６．教職課程で

必要となる

費用
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教育職員免許状を取得するためには、以下の基礎資格を有し、各科目の最低修得単

位を満たす必要があります。ただし、以下の表に記載されている単位数は法令上の最

低修得単位数です。実際のカリキュラムでは最低修得単位数以上の単位修得が必要な

場合がありますので注意してください。

免許状の種類 養護教諭一種免許状

基礎資格 学士の学位を有すること

法
令
上
の
最
低
修
得

単
位
数

①「養護に関する科目」 28

②

「教育の基礎的理解に関する科目」

21「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、
教育相談等に関する科目」

「教育実践に関する科目」
③「大学が独自に設定する科目」 7
④ その他の必修科目 8

「養護実習」は養護教諭免許状取得のための必修科目です。養護実習は学内で行われ

る授業とは異なり、実際の学校現場において現場の教師と同様に勤務しながら教育活

動の重要な領域を行動的に経験し、教職についての認識を深め、自己の教職への適性

を把握する重要な機会となります。

≪教育実習の履修要件≫

①将来教職に就く意思を有し、都道府県及び政令指定都市教育委員会が実施する教

員採用試験を必ず受験すること。

②３年次終了までに以下の単位を履修済みであることを原則とする。

 ・「教養教育科目」の必要最低単位数をすべて履修済みであること。

 ・「養護に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」及び「道徳、総合的な

学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」を履修し、かつそ

の成績が良好であること。

③「事前及び事後指導（養護教諭）」を履修すること。

④教職課程履修上の各種手続を遅滞なく済ませていること。

≪必要実習期間と履修登録科目≫

養護実習の履修登録は、４年次前期に以下のとおり登録してください。

ただし、養護実習の事前指導は３年次から始まりますので、「事前及び事後指導（養

護教諭）（１単位）」は３年次前期にも履修登録をしてください。（単位認定は事後指導

後、４年次後期に行われます。）

取得予定免許 必要実習期間 履修登録科目

養教一種 小学校、中学校、高等学校
いずれかの学校において3週間

事前及び事後指導（養護教諭）（１単位）
養護実習（４単位）

≪履修カルテとは≫

教育職員免許法施行規則の改正に伴い、2010 年度入学生から「教職実践演習」が

必修化されました。「教職実践演習」は、教職課程における授業科目の履修や教職課程

７．教育職員免許

状取得に必要

な基礎資格と

単位数

８．養護実習

９．履修カルテ

教職実践演習  
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内外での様々な活動を通じて学生が身につけた資質能力が、教員として最小限必要な

資質能力として有機的に統合され、形成されたかについて、大学が求める教員像や到

達目標に照らして最終的に確認するものであり、いわば全学年を通じた「学びの軌跡

の集大成」として位置づけられるものです。

履修カルテは、教職課程を履修する学生が、授業や課外活動などの面において、ど

のように４年間を過ごしてきたのかを記録することで、学生それぞれの優れている点

や不足している点などを把握し、４年次後期に開講される「教職実践演習」で活用す

るために導入されたものです。ただし、履修カルテは、大学側が学生それぞれの状況

を把握し授業に活用することのみを目的としたものではなく、学生自身が自らの学修

等を振り返り、自分自身を成長させていくためのツールとして積極的に活用すること

も必要です。履修カルテの作成や教職実践演習の履修を通じて、将来、教員になる上

で何が課題であるかを自覚し、必要に応じて不足している知識や技能等を補い、その

定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできるようになることが期待

されています。

≪履修カルテ作成項目≫

履修カルテは以下の項目について作成します。

①

教員免許取得に係る以下の科目の“ふりかえり”
●養護に関する科目 ●教育の基礎的理解に関する科目
●道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目
●教育実践に関する科目 ●大学が独自に設定する科目 ● その他の必修科目

②
学外活動に関する“ふりかえり”

【対象となる主な学外活動】
●養護実習 ●ボランティア活動 ●その他教員としてプラスになる活動

③ 資質能力についての自己評価

≪履修カルテ作成時期≫

前 期 後 期
学生による履修
カルテWeb入力期間 前期合否発表開始日～指定日 後期合否発表開始日～指定日

Web入力対象項目 ●前期開講科目
●前期中に行った学外活動

●後期・通年開講科目
●後期中に行った学外活動
●資質能力についての自己評価

≪教職実践演習の履修要件≫

４年次後期に開講される教職実践演習は、教育実習と同じく履修要件を定めていま

す。次の要件を満たさない学生は教職実践演習を受けることができませんので注意し

てください。

履修要件

主たる教員免許状の取得に必要な教育実習を修了し、「教育実習」と「事前及び事後

指導」の単位取得見込みであること。
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学年 時期 ガイダンス・手続等 備考

年
次

４月上旬
10月上旬
12月上旬

新入生オリエンテーション
養護教諭説明会
養護教諭志願者選抜説明会

３月下旬 教職課程登録ガイダンス 新２年生在学生ガイダンス時

年
次

４月中旬 履修費納入・履修登録届の提出
７月中旬 履修カルテ作成ガイダンス

年
次

４月中旬 養護実習内諾依頼ガイダンス
４月中旬～ 養護実習依頼手続開始

中旬 養護実
教育実習連絡ガイダンス
（名市小中実習生のみ）
教育実習連絡ガイダンス
（愛公小中実習生のみ）

習承認申請ガイダンス

年
次

４月中旬 養護実習事前ガイダンス
４月 ５月～ 養護実習事前打合せ会 実習校において実施
５月～７月 養護実習 実習日程は実習先により異なる

７月
８月

公立学校教員採用試験（１次） 日程は受験地により異なる
公立学校教員採用試験（２次） 日程は受験地により異なる

実習終了後 養護実習記録の提出 実習終了後１か月以内

下旬 教育職員免許状一括申請ガイダンス
卒業式 養護教諭免許状の交付

※スケジュールは現在の予定です。詳細は のジャーナル、掲示、ガイダンス等
で随時ご案内します。

１

２

３

４

12月

1月中旬

3月末

11月

S*map

10．教職課程に

おける主な

スケジュー

ル
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「養護に関する科目」は、担当者として求められる養護に関する知識等を身につける

ための科目です。「教育職員免許法」等により修得すべき科目区分が定められており、

各科目区分に適した本学部の科目が配置されています。

養護教諭一種免許状
免許法施行規則に定める

科目区分及び最低修得単位数 ※
本学の開設授業科目

単位数
備 考

科目
区分

各科目に含める 
必要事項 単位数 必修 選択

養
護
に
関
す
る
科
目
（
28
単
位
以
上
）

衛生学・公衆衛生学
（予防医学を含む。）  4

公衆衛生学 1
疫学 2
保健医療福祉行政論Ⅰ（理念・社会保障等） 1
保健医療福祉行政論Ⅱ（地域保健対策・計画と評価） 1

学校保健 2
学校保健学 1
健康教育指導論Ⅰ（理論とプロセス） 1
健康教育指導論Ⅱ（展開） 1

養護概説 2 養護概論 2
健康相談活動の理論・
健康相談活動の方法 2 健康相談活動の理論及び方法 2

栄養学（食品学を含む。） 2
生化学 2
栄養治療論（食品学を含む。） 1

解剖学・生理学 2
解剖生理学 A（器官系） 2
解剖生理学 B（適応系） 2

「微生物学、免疫学、
薬理概論」 2

微生物学（免疫学を含む。） 2
薬理学 2

精神保健 2
精神看護支援論 1
精神看護支援論演習 1

看護学（臨床実習及び
救急処置を含む。） 10

看護学概論 2
基礎看護技術演習Ⅰ（基本となる看護技術） 1
基礎看護技術演習Ⅱ（生活の援助技術） 1
基礎看護技術演習Ⅲ（診療に伴う支援技術） 1
母性看護学概論 2
小児看護学概論 2
小児看護支援論 1
小児看護支援論演習 1
小児看護学実習 3
精神看護学概論 2
地域・在宅看護学概論 A（地域療養支援看護） 1
地域・在宅看護学概論 B（在宅療養支援看護） 1
公衆衛生看護学概論 2

（2021 年度以降入学生適用）

※「養護に関する科目」の法定最低修得単位数は、28 単位である。それに対し、上記の表より必修科
目を含む実際の最低修得単位数は、45 単位となる。

     法定最低修得単位数を超えて修得した単位数は、「大学が独自に設定する科目」7 単位に算入する
ことができる。

11．教職課程カリ

キュラム表

①養護に関する

科目
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「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指

導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」は、教師として求めら

れる要素や知識等を身につけるための科目です。「教育職員免許法」等により修得すべ

き科目区分が定められており、各科目区分に適した本学の科目が配置されています。

履修にあたっては、必修要件を満たした上で、法定最低修得単位 21単位以上を修

得する必要があります。

養護教諭一種免許状
免許法施行規則に定める 

科目区分及び最低修得単位数 ※
本学の開設授業科目

（◎印：必修）
備 考

科目 
区分 各科目に含める必要事項 単位数 必修 授業科目 単位数 配当 

年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関す
る歴史及び思想

8

◎ 教育本質論 2 2

教職の意義及び教員の役割・
職務内容（チーム学校運営へ
の対応を含む。）

◎ 教職論 2 2

教育に関する社会的、制度的
又は経営的事項（学校と地域
との連携及び学校安全への対
応を含む。）

◎ 教育制度と社会 2 2

幼児、児童及び生徒の心身の
発達及び学習の過程 ◎ 発達と学習 2 2

特別の支援を必要とする幼児、
児童及び生徒に対する理解 ◎ 特別支援教育 2 2

教育課程の意義及び編成の方
法（カリキュラム・マネジメン
トを含む。）

◎ カリキュラム論 2 2

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

等
の
内
容
及
び
生
徒
指
導
、
教

育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳、総合的な学習の時間及
び総合的な探究の時間並びに
特別活動に関する内容

6

◎ 道徳の理論及び指導法 2 2
◎ 総合的な学習の時間の指導法 1 2
◎ 特別活動の指導法 1 2

教育の方法及び技術（情報機
器及び教材の活用を含む。） ◎ 教育の方法と技術（情報

通信技術の活用を含む。） 2 3

生徒指導の理論及び方法 ◎ 生徒指導 2 3
教育相談（カウンセリングに関
する基礎的な知識を含む。）の
理論及び方法

◎ 教育相談 2 3

教
育
実
践

に
関
す
る

科
目

養護実習 5 ◎
◎

事前及び事後指導（養護教諭）
養護実習

1
4

3・4
4

教職実践演習 2 ◎ 教職実践演習（養護教諭） 2 4

（2023 年度以降入学生適用）

※ 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談
等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」の法定最低修得単位数は、21 単位である。それに
対し、上記の表より必修科目を含めた実際の最低修得単位数は、29 単位となる。

法定最低修得単位を超えて修得した単位数は、「大学が独自に設定する科目」7 単位に算入するこ
とができる。

②教育の基礎的

理解に関する

科目等
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「養護に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時

間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」

のうち、最低修得単位数を超えて修得した単位数を合わせて、７単位以上修得しなけ

ればなりません。

養護教諭一種免許状
免許法施行規則に定める

科目区分及び
最低修得単位数

大学が独自に
設定する科目
7 単位以上

最低修得単位数（28 単位）を超えて修得した 
①「養護に関する科目」
最低修得単位数（21 単位）を超えて修得した
②「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の内
容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」

（2019年度以降入学生適用）

教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定められている科目であり、「日本国憲法」

「体育」「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又

は情報機器の操作」の科目区分について、各 2単位以上修得する必要があります。

養護教諭一種免許状
免許法施行規則に定める

科目区分及び
最低修得単位数

本学の開設授業科目
単位数

備 考
必修 選択

日本国憲法 2 日本国憲法 2

体育 2
健康とスポーツの理論 2
スポーツ実習Ａ 1 1 科目以上

選択必修スポーツ実習Ｂ 1

外国語コミュニケー
ション 2

外国語（英語 A） 1
外国語（英語 B） 1
外国語（英語 C） 1

1 外国語
2 単位
選択必修

外国語（英語 D） 1
外国語（中国語Ⅰ） 1
外国語（中国語Ⅱ） 1
外国語（ポルトガル語Ⅰ） 1
外国語（ポルトガル語Ⅱ） 1
外国語（ドイツ語Ⅰ） 1
外国語（ドイツ語Ⅱ） 1
外国語（フランス語Ⅰ） 1
外国語（フランス語Ⅱ） 1
外国語（スペイン語Ⅰ） 1
外国語（スペイン語Ⅱ） 1
外国語（ハングルⅠ） 1
外国語（ハングルⅡ） 1

数理、データ活用及び人工知能に
関する科目又は情報機器の操作 2

コンピュータと情報Ⅰ 2
コンピュータと情報Ⅱ 2

（2022 年度以降入学生適用）

③大学が独自に設

定する科目

④その他の必修

科目






